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「図表で見る年金」第 2 版は、初版用に開発された退職所得制度のすべての

重要指標をアップデートしたものである。すべての年金制度パラメータの値は
2004 年の状況を反映している。採用されている全般的なアプローチは、全 OECD
加盟国（30 カ国）の年金制度による個人の年金受給見込額を調べる「ミクロ経済
的」アプローチである。 

本書では、まず年金制度のパラメータや規則の概要など各国の退職所得給付
を構成する様々な仕組みについて説明されている。次に、OECD 年金モデルを用
いて算出された 8 つの重要な年金所得指標が示されている。本書では年金改革と
私的年金についても 2 つの章を割いて特集されており、OECD 年金モデルを用い
て各国で論じられている年金政策の中心的問題について深く掘り下げられている。
最後に、30 カ国の退職所得制度のそれぞれについて詳細な背景情報が提供されて
いる。 

平均所得労働者の場合、強制加入年金の総所得代替率（退職前所得に対する
年金給付額の比率）は OECD諸国平均で 58.7％である。しかし、高齢者支援では
税金が重要な役割を果たしている。年金受給者はしばしば社会保障負担がない上、
個人所得税は累進課税で、年金受給額は退職前所得より少ないのが普通で、通常
は税金も少ない。平均所得労働者の純所得代替率（OECD 諸国平均）は約 70％と
総所得代替率より約 11ポイント高い。 

低所得労働者の純所得代替率（OECD 諸国平均）は 83％である。しかし、地
域によって異なる。所得が平均の半分の労働者の場合、北欧諸国の純所得代替率
は 95％であるのに対し、英語圏の OECD諸国は 76％である。 

しかし、政府にとっては、所得代替率ばかりでなく、総年金見込額も重要で
ある。この額は、平均余命と年金支給額の物価スライドを考慮した年金資産指標
によって測られる。この指標を用いると、年金見込額が最も多いのはルクセンブ
ルクである。平均で男性の年金受給者は 92万米ドル相当、女性の受給者は 100万
米ドル強を受け取る。この指標が 2 番目に高いのはオランダ、3 番目はギリシャ
である。年金見込額が少ないのは、年金資産が OECD諸国平均のほぼ 3分の 2に
とどまっているベルギー、アイルランド、日本、英国、米国である。年金見込額
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が最も少ないのはメキシコで、男性は 3万 4,000米ドル相当、女性は 3万 2,000米
ドル相当である。 

OECD加盟 30ヶ国のほぼすべてが 1990年以降に少なくとも何らかの年金制度
改革を行っている。この結果、本書で改革が取り上げられている 16カ国の平均年
金見込額は 22％削減された。女性の場合は 25％削減された。平均年金見込額が
増えたのは 16カ国中 2カ国（ハンガリーと英国）のみである。 

年金制度改革は各個人にどのような影響を及ぼすのか。フランス、ポルトガ
ル、英国などは、低所得者向けの公的年金を手厚くしてセーフティネットを強化
する方向へ向かっている。ポーランドやスロバキアなどは、年金受給額と所得の
連動を強化する方向に向かっている（これは低所得者が貧困に陥るリスクを高め
る恐れがある）。ドイツ、日本、メキシコ、ポーランド、スロバキアなどでは、
所得が平均の半分の労働者が定年まで働いた場合の純年金受給額は、改革前には
平均所得の約 41％と、OECD 全体の平均をやや下回るのみであったが、改革でこ
の比率はわずか 32.5％まで低下する。これに対し、フィンランド、フランス、ハ
ンガリー、韓国、ニュージーランド、英国では、年金改革で受給額が減らないよ
う低所得労働者を保護している。 

OECD 諸国が厳しい改革に乗り出しているということは、今日の労働者はこ
れまで以上に自らの手で退職後に備えなければならない、ということである。労
働者が就労期間の全体を通じて貯蓄しても、非常に貯蓄に励まなければ OECD 平
均の所得代替率に達しない国もある。若年労働者が他の必要経費に充てるため就
職してから最初の 10 年か 15 年貯蓄を怠れば、十分な年金水準に達することはさ
らに難しくなる。本書は、労働者が早いうちから貯蓄を始めるとともに定期的に
掛け金を支払うことがいかに重要かを如実に示している。 
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